
 

 

 

 

これまで、選挙の投票所入場券は、封筒で送付していましたが、

次の選挙から１枚のはがきに有権者４人まで記載した入場券に

変更となります。 

世帯員が４人を超える場合でも、これまでどおり２通届きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□お問い合わせ 選挙管理委員会事務局 ℡０１７６－５６－３１１１ 

☆ミシン目に沿

って切り離して

ください。 

 

☆氏名を確認し

投票所にご持参

ください。 

 
 
 
 
 
 
東北町大字〇〇字〇〇番地 
 

〇〇 ●●様 
〇〇 ▲▲様 
〇〇 ■■様 
〇〇 ◆◆様 

 
 
 

投票所入場券 
東北町選挙管理委員会 

 
 
 
 

この部分からゆっくり開けて下さい 

料金後納 
郵便 

 
 
 
 
 
 
東北町大字〇〇字〇〇番地 
 

〇〇 ●●様 
〇〇 ▲▲様 
〇〇 ■■様 
〇〇 ◆◆様 

 
 
 

投票所入場券 
東北町選挙管理委員会 

 
 
 
 

この部分からゆっくり開けて下さい 

料金後納 
郵便 

＊＊＊選挙    投票所入場券 

住 所 東北町大字〇〇字〇〇番地 

選挙人 
氏 名 〇〇 ●●様 

名簿対照  

投票日時 〇月〇日 午前 7 時から午後 7 時 

投票所 ○○地区集会所 

到着番号 受付 名簿対照 用紙交付 

    

東北町選挙管理委員会 

＊＊＊選挙    投票所入場券 

住 所 東北町大字〇〇字〇〇番地 

選挙人 
氏 名 〇〇 ■■様 

名簿対照  

投票日時 〇月〇日 午前 7 時から午後 7 時 

投票所 ○○地区集会所 

到着番号 受付 名簿対照 用紙交付 

    

東北町選挙管理委員会 

＊＊＊選挙    投票所入場券 

住 所 東北町大字〇〇字〇〇番地 

選挙人 
氏 名 〇〇 ◆◆様 

名簿対照  

投票日時 〇月〇日 午前 7 時から午後 7 時 

投票所 ○○地区集会所 

到着番号 受付 名簿対照 用紙交付 

    

東北町選挙管理委員会 

＊＊＊選挙    投票所入場券 

住 所 東北町大字〇〇字〇〇番地 

選挙人 
氏 名 〇〇 ▲▲様 

名簿対照  

投票日時 〇月〇日 午前 7 時から午後 7 時 

投票所 ○○地区集会所 

到着番号 受付 名簿対照 用紙交付 

    

東北町選挙管理委員会 

☆ゆっくりはがして広げてください。 

☆裏面は期日前

投票の案内とな

っています。 

期日前投票のお知らせ 
投票票日当日に都合により投票できない方は期日前投票所で投票ができます。 

●東北町役場本庁舎 又は 東北町コミュニティセンター「未来館」 

令和 8 年○月○日（○）から○月○日（○） 午前８時３０分から午後８時 

●道の駅「おがわら湖」 

令和 8 年○月○日（○）から○月○日（○） 午前９時から午後５時 

期日前投票宣誓書 ※当日投票される方は記入不要です 

私は選挙の当日下記のいずれかの事由に該当する見込みです。 令和 8 年   月   日 

事由 

〇仕事、学業、冠婚葬祭等 

〇病気、出産等で歩行困難 

〇他の市町村に居住 

〇 用事で外出旅行等 

〇 交通至難の島等に滞在 

〇 天災等により到達が困難 

氏名  
生年 
月日 

大・昭・平 
 年  月  日 

現住所 □左記住所と同じ 

 

毎戸配布 



 

 
 

◉選挙の日程 
令和８年９月３０日任期満了に伴う東北町議会議員一般選挙の日程

をお知らせします。 

▶選挙期日 ９月２０日(日)  ▶告示日 ９月１５日(火) 

 
◉立候補予定者説明会の日程 
立候補予定者を対象とした説明会を以下の日程で行います。 

▶日時 ７月２９日(水)午後２時 ▶場所 コミセン未来館大集会室 

 

 

 

 

 

 

◉選挙運動に関する規格の簡素化（令和８年１月１日施行） 
「公職選挙法の一部を改正する法律（令和７年法律第２０号）」が令和８年１月１日に施

行されました。このことにより、選挙運動に関して以下のとおり改正がありました。 

１．公職の候補者の選挙運動用自動車の規格制限の簡素化（法第 141 条第 1 項及び第 6 項関係） 

公職の候補者が主として選挙運動のために使用することができる自動車の規格

を、全ての選挙について、乗車定員１０人以下で車両総重量 3.5 トン未満とされ

た。 

 

２．公職の候補者の選挙運動用ポスターの規格統一（法第 143 条第 1 項及び第 13 項関係） 

公職の候補者が選挙運動のために使用するポスターの規格を、長さ 42 ㎝、幅 40

㎝以内とされた。 


